
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
関
係
・
平
成
2
7
年
度
予
算
案
の
概
要

１
．
運
営
費
等
４
３
１
．
７
億
円
【
対
前
年
度
比
７
３
．
０
億
円
増
】

（
１
）
量
的
拡
充

①
受
入
児
童
数
の
拡
大
9
3
6
,4
5
2
人
（
26
年
度
）
→
1
,1
0
5
,6
5
6
人
（2
7年
度
）
［
約
1
6
.9
万
人
増
］

②
補
助
対
象
の
拡
大
等

ア
1
0
人
未
満
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
も
補
助
対
象
（
※
）
と
す
る
（
特
例
分
（
開
設
日
数
2
0
0
～
2
4
9
日
）
も
同
様
）

（
※
）
山
間
部
、
漁
業
集
落
、
へ
き
地
、
離
島
で
実
施
し
て
い
る
場
合
や
、
当
該
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合
を
対
象
と
す
る
予
定

イ
補
助
単
価
の
設
定
を
ク
ラ
ブ
単
位
か
ら
「
支
援
の
単
位
」
に
見
直
し

③
既
存
施
設
の
改
修
や
修
繕
等
に
係
る
補
助
の
見
直
し

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
事
業
（
小
学
校
の
余
裕
教
室
な
ど
既
存
施
設
の
改
修
、
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
に
要

す
る
経
費
の
補
助
）
に
つ
い
て
、
新
た
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
実
施
す
る
場
合
に
加
え
、
既
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
実
施
し
て
い
る

場
合
に
つ
い
て
も
補
助
対
象
と
す
る
。

○
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
（
平
成
2
6
年
７
月
3
1
日
文
部
科
学
省
と
共
同
で
策
定
）
に
基
づ
き
、
平
成
3
1
年
度
末
ま
で
に
、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
約
3
0
万
人
分
の
受
け
皿
を
新
た
に
整
備
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
平
成
2
7
年
度
予
算
（
案
）

に
「
量
的
拡
充
」
及
び
「
質
の
改
善
」
に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
、
市
町
村
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
基
づ

く
取
組
を
支
援

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
関
係
予
算
５
７
５
．
０
億
円
【
対
前
年
度
比
１
９
１
．
３
億
円
増
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
（
仮
称
）
：
内
閣
府
予
算
に
計
上

9
3
.6
万
人

平
成
2
6
年
度

2
7
年
度

3
1
年
度

・
・
・
・
・
・
・
・

1
1
0
.6
万
人

1
2
4
.2
万
人

約
3
0
万
人
分

約
1
6
.9
万
人
分

（
参
考
）

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
期
間
（
平
成
2
7
～
3
1
年
度
）

（
※
）
平
成
3
1
年
度
の
数
値
は
、
潜
在
ニ
ー
ズ
も
含
め
た
利
用
ニ
ー
ズ
（
「
量
の
見
込
み
」
）
の
全
国
集
計
値
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④
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
よ
る
量
的
拡
充
の
た
め
の
市
町
村
へ
の
支
援
策
の
充
実

ア
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業
の
充
実

一
体
型
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・
放
課
後
子
供
教
室
の
強
力
な
推
進
７
．
１
億
円
【
拡
充
】

（
ア
）
事
業
内
容

小
学
校
の
余
裕
教
室
を
改
修
等
し
て
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
と
と
も
に
放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的
に
実
施
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で

の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
費
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
改
善
費
に
加
え
て
、
一
体
的
に
実
施
す
る
際
に
必
要
と
な
る
設
備
の
整
備
・
修

繕
及
び
備
品
の
購
入
に
係
る
経
費
の
上
乗
せ
補
助
を
行
う
。

［
（
※
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
を
補
助
要
件
と
す
る
。
］

（
イ
）
補
助
基
準
（
加
算
）
額
（
案
）
：
１
，
０
０
０
千
円

幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
等
の
活
用
の
促
進
３
．
９
億
円
【
拡
充
】

（
ア
）
事
業
内
容

幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等
を
活
用
し
て
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
小
学
生
向
け
の
遊
具
等
を
購
入
等
す
る

た
め
の
環
境
改
善
経
費
（
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
）
の
補
助
を
行
う
。

［
（
※
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
を
補
助
要
件
と
す
る
。
］

（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：
５
，
０
０
０
千
円

イ
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
（
仮
称
）
２
．
６
億
円
【
新
規
】

（
ア
）
事
業
内
容

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
待
機
児
童
の
解
消
を
加
速
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
小
学
校
の
余
裕
教
室
等
を
活
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

待
機
児
童
が
存
在
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
、
学
校
敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
新
た
に
運
営
す
る
た
め
に
必
要
な

賃
借
料
の
補
助
を
行
う
。

［
（
※
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
を
補
助
要
件
と
す
る
。
］

（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：
３
，
０
８
０
千
円

ウ
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
（
仮
称
）
４
．
２
億
円
【
新
規
】

（
ア
）
事
業
内
容

授
業
終
了
後
に
学
校
敷
地
外
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
移
動
す
る
際
に
、
子
ど
も
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
に
お
い
て
子
ど
も
の
健
全

育
成
等
に
関
心
を
持
つ
高
齢
者
や
主
婦
等
の
活
用
等
に
よ
る
送
迎
支
援
を
行
う
こ
と
で
、
市
域
内
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
改
善
を
図
り
、
も
っ
て
待
機
児
童

の
解
消
を
促
進
す
る
た
め
の
補
助
を
行
う
。

（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：
４
３
５
千
円
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（
２
）
質
の
改
善

①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
開
所
時
間
延
長
支
援
事
業
４
２
．
９
億
円
【
継
続
・
拡
充
】

（
ア
）
事
業
内
容

保
育
所
と
の
開
所
時
間
の
乖
離
を
縮
小
し
、
保
育
の
利
用
者
が
就
学
後
も
引
き
続
き
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
1
8
時
半
を

超
え
て
開
所
し
、

（
ⅰ
）
家
庭
・
学
校
等
と
の
連
絡
・
情
報
交
換
等
業
務
に
主
担
当
と
し
て
従
事
す
る
者
を
配
置
す
る
ク
ラ
ブ
に
非
常
勤
職
員
１
名
分
の
処
遇
改
善
経
費
を

上
乗
せ

（
ⅱ
）
ま
た
は
、
地
域
の
中
核
的
な
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
非
常
勤
職
員
１
名
分
を
常
勤
職
員
と
す
る
た
め
の
処
遇
改
善
経
費
を
上
乗
せ

す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。

（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：
（
ⅰ
）
１
，
５
３
９
千
円
（
ⅱ
）
２
，
８
３
１
千
円

②
障
害
児
を
５
人
以
上
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
の
加
配
職
員
の
配
置

７
．
０
億
円
【
新
規
】

（
ア
）
事
業
内
容

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
障
害
児
の
受
入
れ
を
行
う
場
合
、
受
け
入
れ
る
障
害
児
数
に
関
わ
ら
ず
職
員
を
１
名
加
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
障
害
児

５
人
以
上
の
受
入
れ
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
加
配
職
員
１
名
に
追
加
し
て
更
に
１
名
を
配
置
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。

（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：
１
，
７
１
２
千
円

③
1
9
人
以
下
の
小
規
模
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
職
員
の
複
数
配
置

４
．
０
億
円
【
新
規
】

（
ア
）
事
業
内
容

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
で
は
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
２
人
以
上
の
配
置
を
基
本
と
し
て
い
る
た
め
、

1
9
人
以
下
の
小
規
模
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
複
数
配
置
し
て
運
営
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。

（
イ
）
補
助
基
準
額
（
案
）
：
５
３
２
千
円
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２
．
整
備
費
１
４
３
．
３
億
円
【
対
前
年
度
比
１
１
８
．
３
億
円
増
】

市
町
村
が
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
及
び
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
位
置

付
け
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備
を
行
う
た
め
の
経
費
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

（
１
）
実
施
主
体
：
市
町
村

（
２
）
補
助
対
象
事
業
者
：
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
公
益
法
人

（
３
）
補
助
率
：
１
／
３
（
大
都
市
特
例
な
し
）

国
：
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３

国
：
２
／
９
、
都
道
府
県
２
／
９
、
市
町
村
２
／
９
、
社
会
福
祉
法
人
等
１
／
３

（
４
）
平
成
２
７
年
度
予
算
（
案
）
に
お
け
る
改
正
内
容

①
対
象
か
所
数
の
増

３
１
９
か
所
（
2
6
年
度
）
→
１
，
０
９
６
か
所
（
2
7
年
度
（
案
）
）

②
資
材
費
・
労
務
費
等
の
上
昇
を
踏
ま
え
た
補
助
基
準
額
の
引
上
げ

創
設
整
備
２
３
，
５
５
６
千
円
（
2
6
年
度
）
→
２
４
，
４
２
７
千
円
（
2
7
年
度
（
案
）
）

③
学
校
敷
地
内
等
に
整
備
す
る
場
合
の
補
助
基
準
額
の
新
設
（
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
よ
る
量
的
拡
充

の
た
め
の
市
町
村
へ
の
支
援
策
の
充
実
）

一
体
型
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・
放
課
後
子
供
教
室
の
強
力
な
推
進
を
図
る
た
め
、
放
課
後
子
供
教
室
を
実
施
す
る
小
学
校

の
敷
地
内
又
は
当
該
小
学
校
隣
接
地
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
場
合
に
、
補
助
基
準
額
引
上
げ
に
よ
る
補
助
を
行
う
。

学
校
敷
地
内
等
創
設
整
備
４
８
，
８
５
９
千
円
（
2
7
年
度
（
案
）
）

［
（
※
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
を
補
助
要
件
と
す
る
。
］

④
補
助
対
象
事
業
者

社
会
福
祉
法
人
、
公
益
法
人
に
加
え
て
、
新
た
に
学
校
法
人
を
追
加

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
整
備
交
付
金
（
仮
称
）
：
内
閣
府
予
算
に
計
上
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３
．
そ
の
他
（
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
関
係
）
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
１
５
．
７
億
円
の
内
数

（
１
）
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
【
新
規
】

①
事
業
内
容

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
基
づ
き
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
す
る
放
課
後
児
童
支

援
員
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（
認
定
資
格
研
修
）
を
修
了
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
都
道
府

県
が
認
定
資
格
研
修
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。

②
実
施
主
体
：
都
道
府
県

③
補
助
基
準
額
（
案
）
：
１
回
当
た
り
８
１
０
千
円

④
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
２

⑤
そ
の
他
：
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
し
て
い
る
者
が
認
定
資
格
研
修
を
受
講
す
る
際
の
代
替
職
員
の
雇
上
げ
等
経
費
に
つ
い
て
は
、

運
営
費
に
計
上
。

（
２
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
【
拡
充
】

①
事
業
内
容

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
行
う
認
定
資
格
研
修
は
、
新
た
な
基

準
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
意
義
や
新
た
な
役
割
、
職
務
内
容
等
を
改
め
て

認
識
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
現
在
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
し
て
い
る
者
に
も
受
講
を
課
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
都
道
府
県

等
が
実
施
し
て
き
た
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
と
は
性
格
を
異
に
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
都
道
府
県
等
が
放
課
後
児

童
支
援
員
等
の
質
の
向
上
の
た
め
の
現
任
研
修
を
引
き
続
き
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
研
修
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経

費
の
補
助
を
行
う
。

ま
た
、
平
成
2
7
年
度
か
ら
は
、
実
施
主
体
に
市
町
村
を
追
加
し
て
、
よ
り
身
近
な
場
所
で
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
研
修
が
実
施
で
き

る
体
制
を
整
備
す
る
。

②
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
町
村

③
補
助
基
準
額
（
案
）
：
１
か
所
当
た
り
１
，
４
２
４
千
円

④
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
市
町
村
１
／
２

⑤
そ
の
他
：
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
し
て
い
る
者
が
当
該
研
修
を
受
講
す
る
際
の
代
替
職
員
の
雇
上
げ
等
経
費
に
つ
い
て
は
、
運
営

費
に
計
上
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
費
補
助
金
（
仮
称
）
：
厚
生
労
働
省
予
算
に
計
上
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
「
支
援
の
単
位
」
当
た
り
の
運
営
費
の
内
容

平
成

26
年
度

（
36
～

45
人
単
価
）

平
成

27
年
度
（
案
）

（
36
～

45
人
単
価
）

基
本
額

3,
93

5,
00

0円

長
期
休
暇
補
助
者
加
算

（
適
正
規
模
移
行
加
算

（
40
人
規
模
の
ク
ラ
ブ
が
最
高
額
）
）

1,
02

0,
00

0円

大
規
模
加
算

（
36
人
以
上
の
ク
ラ
ブ
に
計
上
）

1,
90

0,
00

0円
事
業
費
ベ
ー
ス
：

6,
85

5,
00

0円
（
国
庫
補
助
基
準
額
：

3,
42

7,
00

0円
）

基
本
額

7,
41

2,
00

0円

事
業
費
ベ
ー
ス
：

7,
41

2,
00

0円
（
国
庫
補
助
基
準
額
：

3,
70

6,
00

0円
）

開
設
日
数
加
算

（
29

,0
00
円
×
日
数
）

開
設
日
数
加
算

（
30

,0
00
円
×
日
数
）

○
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
基
づ
き
、
運
営
費
の
国
庫
補
助
基
準
額
の
見
直
し
を
行
う
こ
と

と
し
、
賃
金
単
価
の
見
直
し
、
研
修
関
係
経
費
の
充
実
な
ど
に
必
要
な
経
費
を
計
上
。

（
参
考
１
）

※
大
規
模
加
算
及
び
長
期
休
暇
補
助
者
加
算
に
つ
い
て
は
、
基
本

額
に
含
ま
れ
て
い
る
。

う
ち
人
件
費
相

当
分
：

5,
10

0,
00

0円
う
ち
研
修
関
係

経
費
：

24
7,

00
0円

う
ち
人
件
費
相

当
分
：

5,
32

9,
00

0円
（
賃
金
単
価
の
増
）

う
ち
研
修
関
係

経
費
：

79
3,

00
0円

（
対
象
人
数
、
日

数
、
回
数
の
増
）

長
時
間
開
設
加
算

（
58

5,
00

0円
×

年
間
平
均
時
間
数
）

※
平
日
分

（
26

3,
00

0円
×

年
間
平
均
時
間
数
）

※
長
期
休
暇
等
分

長
時
間
開
設
加
算

（
55

7,
00

0円
×

年
間
平
均
時
間
数
）

※
平
日
分

（
25

1,
00

0円
×

年
間
平
均
時
間
数
）

※
長
期
休
暇
等
分

197



（
19
人
）

（
5人
）

（
27
人
）

（
51
人
）

（
64
人
）

※
（
）
書
き
の
人
数
は
、
平
成

27
年
度
国
庫
補
助
基
準
額
（
案
）
に
対
応
す
る
児
童
数
で
あ
り
、
平
成

27
年
度
国
庫
補
助
基
準
額
（
案
）
は
児
童
数

36
～

45
人
を
除
き
、

１
人
ご
と
に
異
な
る
。

※
平
成

27
年
度
の

19
人
以
下
の
国
庫
補
助
基
準
額
（
案
）
に
は
、
質
の
改
善
の
「
19
人
以
下
の
小
規
模
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
職
員
の
複
数
配
置
」
分

53
2千
円
を
含
む
。

平
成
2
6
年
度
と
平
成
2
7
年
度
の
国
庫
補
助
基
準
額
（
案
）
の
比
較

0 

2,
10

1,
00

0 

1,
47

7,
00

0 

2,
26

7,
00

0 

0

50
0,

00
0

1,
00

0,
00

0

1,
50

0,
00

0

2,
00

0,
00

0

2,
50

0,
00

0

1～
19
人

20
人
～

（
特
例
分
）

平
成

26
年
度

平
成

27
年
度

（
参
考
２
）

（
36
～

45
人
）

0 

1,
21

7,
00

0 

2,
13

7,
00

0 

3,
42

7,
00

0 
3,

25
7,

00
0 

3,
08

7,
00

0 
2,

91
7,

00
0 

1,
58

5,
00

0 

1,
95

6,
00

0 

3,
47

2,
00

0 

3,
70

6,
00

0 

3,
52

6,
00

0 

3,
13

6,
00

0 
2,

91
7,

00
0 

0

50
0,

00
0

1,
00

0,
00

0

1,
50

0,
00

0

2,
00

0,
00

0

2,
50

0,
00

0

3,
00

0,
00

0

3,
50

0,
00

0

4,
00

0,
00

0

1～
9人

10
～

19
人

20
～

35
人

36
～

45
人

46
～

55
人

56
～

70
人

71
人
～

平
成

26
年
度

平
成

27
年
度

主
な
補
助
単
価
（
単
位
：
円
）

児
童
数

開
設
日
数

2
5
0
日
以
上

特
例
分
（
2
0
0

～
2
4
9
日
）

1
人

1
,4
7
9
,0
0
0

1
,4
7
7
,0
0
0

5
人

1
,5
8
5
,0
0
0

1
9
人

1
,9
5
6
,0
0
0

2
7
人

3
,4
7
2
,0
0
0

2
,2
6
7
,0
0
0

3
6
～
4
5
人

3
,7
0
6
,0
0
0

5
1
人

3
,5
2
6
,0
0
0

6
4
人

3
,1
3
6
,0
0
0

7
1
人
～

2
,9
1
7
,0
0
0
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平成２７年度放課後児童健全育成事業 単価（案）

※本表における事業の構成及び単価については現時点の案であり、今後変更があり得る。

事業 基準額（案） 対象経費

放課後児童健全 １ 放課後児童健全育成事業費 放課後児童健全

育成事業 （１）開設日数 250日以上 育成事業の運営

①１支援の単位（年間平均登録児童数1～19人）当たり年額 に必要な経費

1,424,000円－（19人－年間平均登録児童数）×26,500円

②１支援の単位（年間平均登録児童数20～35人）当たり年額 ※飲食物費を除

3,706,000円－（36人－年間平均登録児童数）×26,000円 く。

③１支援の単位（年間平均登録児童数36～45人）当たり年額

3,706,000円 ※４の放課後児

④１支援の単位（年間平均登録児童数46～70人）当たり年額 童クラブ開所時

3,706,000円－（年間平均登録児童数－45人）×30,000円 間延長支援事業

⑤１支援の単位（年間平均登録児童数71人以上）当たり年額 及び６の小規模

2,917,000円 クラブ（19人以

⑥開設日数加算額（１支援の単位当たり） 下）における職

15,000円×250日を超える日数 員の複数配置（仮

（1日8時間以上開所する場合） 称）の対象とな

⑦長時間開設加算額（１支援の単位当たり） る経費を除く。

(ｱ)平日分（1日6時間を超え、かつ18時を超えて開設する

場合）

292,000円×「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」

の年間平均時間数

(ｲ)長期休暇等分（1日8時間を超えて開設する場合）

131,000円×「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数

（２）特例分（開設日数 200～249日）

①１支援の単位（年間平均登録児童数20人以上）当たり年額

2,267,000円

②１支援の単位（年間平均登録児童数1～19人）当たり年額

945,000円

③長時間開設加算額（１支援の単位当たり）

平日分（1日6時間を超え、かつ18時を超えて開設する場合）

292,000円×「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」

の年間平均時間数

※ 年間平均登録児童数10人未満の支援の単位については、
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① 山間部、漁業集落、へき地、離島で実施している

場合

② 上記のほか、当該放課後児童クラブを実施する必要

があると厚生労働大臣が認める場合

のいずれかに該当するものについて、補助対象とする予定。

２ 放課後子ども環境整備事業費 放課後子ども環

（１）放課後児童クラブ設置促進事業 境整備事業に必

①開設準備経費を含まない場合 要な経費

7,000,000円×か所数

②開設準備経費を含む場合 ※開設準備経費

7,600,000円×か所数 は、礼金及び開

③次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画に一体 設前月分の賃借

型の目標事業量等を記載している場合 料とし、当該年

8,000,000円×か所数 度中に支払われ

（２）放課後児童クラブ環境改善事業 たものに限る。

①開設準備経費を含まない場合

1,000,000円×か所数

②開設準備経費を含む場合

1,600,000円×か所数

③次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画に一体

型の目標事業量等を記載している場合

(ｱ)小学校の余裕教室を活用して放課後児童クラブを設置

するとともに放課後子供教室と一体的に実施する場合

2,000,000円×か所数

(ｲ)幼稚園、認定こども園等を活用する場合

5,000,000円×か所数

（３）放課後児童クラブ障害児受入促進事業

1,000,000円×か所数

（４）倉庫設備整備事業

3,000,000円×か所数

３ 放課後児童クラブ支援事業費 放課後児童クラ

（１）障害児受入推進事業 ブ支援事業に必

１支援の単位当たり年額 要な経費

1,712,000円

（２）放課後児童クラブ運営支援事業（仮称）

※ 次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画への

一体型の目標事業量等の記載を補助要件とする
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１支援の単位当たり年額

3,080,000円

（３）放課後児童クラブ送迎支援事業（仮称）

１支援の単位当たり年額

435,000円

４ 放課後児童クラブ開所時間延長支援事業 放課後児童クラ

（１）家庭・学校等との連絡・情報交換等業務に主担当として従 ブ開所時間延長

事する者を配置する放課後児童クラブに非常勤職員１名分 支援事業事業を

の処遇改善経費を上乗せするために必要な経費の補助 実施するために

１支援の単位当たり年額 1,539,000円 必要な給料、職

（２）地域の中核的な放課後児童クラブに非常勤職員１名分を常 員手当（時間外

勤職員とするための処遇改善経費を上乗せするために必要 勤務手当、期末

な経費の補助 勤勉手当、通勤

１支援の単位当たり年額 2,831,000円 手当）、共済費（社

会保険料）、賃金、

委託料及び補助

金

５ 障害児受入加配（５人以上）（仮称） 事業に必要な経

１支援の単位当たり年額 1,712,000円 費

６ 小規模クラブ（19人以下）における職員の複数配置（仮称） 事業に必要な給

１支援の単位当たり年額 532,000円 料
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１

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
、
一
時

預
か
り
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等
の
事
業
や
家
庭
的
な
養
育
環
境
が
必
要
と
さ
れ
る
社
会
的
養
護
に

つ
い
て
は
、
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
で
き
る
環
境
や
体
制
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の

支
援
の
担
い
手
と
な
る
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
。

○
こ
の
た
め
、
地
域
に
お
い
て
保
育
や
子
育
て
支
援
等
の
仕
事
に
関
心
を
持
ち
、
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
の
各
事
業
等
に
従

事
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
多
様
な
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
に
関
し
て
の
必
要
な
知
識
や
技
能
等
を
修
得
す
る
た
め

の
全
国
共
通
の
研
修
制
度
を
創
設
し
、
こ
れ
ら
の
支
援
の
担
い
手
と
な
る
「
子
育
て
支
援
員
」
の
養
成
を
図
る
。

○
国
で
定
め
た
「
基
本
研
修
」
及
び
「
専
門
研
修
」
を
修
了
し
、
「
子
育
て
支
援
員
研
修
修
了

証
書
」
（
以
下
「
修
了
証
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
子
育
て
支
援
員
と
し

て
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
の
各
事
業
等
に
従
事
す
る
上
で
必
要
な
知
識
や
技
術
等
を

修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者

○
研
修
内
容
は
各
事
業
等
に
共
通
す
る
「
基
本
研
修
」
と
特
性
に
応
じ
た
専
門
的
内
容
を

学
ぶ
「
専
門
研
修
」
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
質
の
確
保
を
図
る
。

○
研
修
修
了
者
を
「
子
育
て
支
援
員
」
と
し
て
研
修
の
実
施
主
体
が
認
定
。
全
国
で
通
用
。

趣
旨

「
子
育
て
支
援
員
」
と
は

「
子
育
て
支
援
員
」
研
修
に
つ
い
て

小
規
模
保
育
等
の
保
育

分
野
や
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
、
社
会
的
養
護
、
地
域

子
育
て
支
援
な
ど
子
ど

も
・
子
育
て
分
野
に
従
事

実
施
主
体
（
都
道
府

県
・
市
町
村
等
）
に

研
修
申
込

研
修
受
講

基
本

専
門

修
了
証
書
の

発
行

子
育
て
支
援
員

に
認
定

研
修
受
講
か
ら
認
定
ま
で
の
流
れ
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放 課 後 児 童 ク ラ ブ

（ 補 助 員 ）

注
）
主
な
事
業
従
事
先
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
事
で
き
る
事
業
は
こ
れ
ら
に
限
ら
れ
な
い
（
障
害
児
支
援
の
指
導
員
等
）
。

乳 児 院 ・ 児 童 養 護 施 設 等

（ 補 助 的 職 員 ）

基
本
研
修

８
科
目
・
８
時
間

６
科
目
・

９
時
間

（
共
通
科
目
）

１
２
科
目
１
５
～
１
５
．
５
時
間

９
科
目
・

２
４
時
間

９
科
目
・

１
１
時
間

子
育
て
支
援
員
研
修
の
体
系

注
）
赤
枠
は
、
研
修
が
従
事
要
件
と
な
る
事
業
。
青
枠
は
、
研
修
の
受
講
が
推
奨
さ
れ
る
事
業
。

放
課
後
児
童

コ
ー
ス

社
会
的
養
護

コ
ー
ス

地
域
保
育
コ
ー
ス

地
域
子
育
て
支
援

コ
ー
ス

専 門 研 修

小 規 模 保 育 事 業

（ 保 育 従 事 者 ）

家 庭 的 保 育 事 業

（ 家 庭 的 保 育 補 助 者 ）

一 時 預 か り 事 業

（ 保 育 従 事 者 ）

事 業 所 内 保 育 事 業

（ 保 育 従 事 者 ）

フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト

・ セ ン タ ー 事 業

（ 提 供 会 員 ）

６
科
目
・
６
～
６
．
５
時
間

＋
２
日
以
上

６
科
目
・

６
～
６
．
５
時
間

＋
２
日
以
上

４
科
目
・

６
．
５
時
間

利 用 者 支 援 事 業 ・ 基 本 型

（ 専 任 職 員 ）

利 用 者 支 援 事 業 ・ 特 定 型

（ 専 任 職 員 ）

地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業

（ 専 任 職 員 ）

５
科
目
・

５
．
５
時
間

６
科
目
・

６
時
間

地
域
型
保
育

※
「
利
用
者
支
援
事
業
・
特
定
型
」
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
に
よ
っ
て
、
実
施
内
容
に
違
い
が
大
き
い
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
科
目
を
追
加
す
る
こ
と
を
想
定
。

（
※
）

（
※
）
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基 本 研 修

８
科
目

８
時
間

①
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭
の
現
状
（
６
０
分
）
②
子
ど
も
家
庭
福
祉

（
６
０
分
）
③
子
ど
も
の
発
達

（
６
０
分
）
④
保
育
の
原
理

（
６
０
分
）

⑤
対
人
援
助
の
価
値
と
倫
理
（
６
０
分
）
⑥
子
ど
も
虐
待
と
社
会
的
養
護 （
６
０
分
）
⑦
子
ど
も
の
障
害

（
６
０
分
）
⑧
総
合
演
習

（
６
０
分
）

放 課 後 児 童

コ ー ス
６
科
目

９
時
間

①
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
の
目

的
及
び
制
度
内
容

（
９
０
分
）

②
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

に
お
け
る
権
利
擁
護
と

そ
の
機
能
・
役
割
等

（
９
０
分
）

③
子
ど
も
の
発
達
理
解

と
児
童
期
（
６
歳
～
１
２

歳
）
の
生
活
と
発
達 （
９
０
分
）

④
子
ど
も
の
生
活
と

遊
び
の
理
解
と
支
援

（
９
０
分
）

⑤
子
ど
も
の
生
活
面

に
お
け
る
対
応
等

（
９
０
分
）

⑥
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

に
従
事
す
る
者
の
仕
事

内
容
と
職
場
倫
理

（
９
０
分
）

地 域 子 育 て 支 援 コ ー ス

基 本 型

９
科
目

２
４

時
間

①
地
域
資

源
の
理
解

（
事
前
学

習
）

（
４
８
０
分
）

②
利
用
者

支
援
事
業

の
概
要

（
６
０
分
）

③
地
域

資
源
の

概
要
Ⅰ

（
６
０
分
）

④
利
用
者
支
援

専
門
員
に
求
め

ら
れ
る
基
本
的

姿
勢
と
倫
理

（
９
０
分
）

⑤
記
録

の
取
扱

い

（
６
０
分
）

⑥
事
例
分
析
Ⅰ

～
ジ
ェ
ノ
グ
ラ
ム
と

エ
コ
マ
ッ
プ
を
活
用

し
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト

～
（
９
０
分
）

⑦
事
例
分
析
Ⅱ

～
社
会
資
源
の

活
用
と
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
シ
ョ
ン
～

（
９
０
分
）

⑧
ま
と
め

（
３
０
分
）

⑨
地
域
資

源
の
見
学

（
４
８
０
分
）

特 定 型

５
科
目

５
．
５

時
間

（
※
）

①
利
用
者
支
援
事
業
の

概
要

（
６
０
分
）

②
利
用
者
支
援
専
門
員
に

求
め
ら
れ
る
基
本
的
姿
勢
と

倫
理

（
６
０
分
）

③
保
育
資
源
の
概
要

（
９
０
分
）

④
記
録
の
取
扱
い

（
６
０
分
）

⑤
ま
と
め

（
６
０
分
）

（
※
）

拠 点
６
科
目

６
時
間

①
地
域
子
育
て
支
援
拠
点

を
全
体
像
で
捉
え
る
た
め
の

科
目

（
６
０
分
）

②
利
用
者
理
解

（
６
０
分
）

③
地
域
子
育
て
支
援

拠
点
の
活
動
（
６
０
分
）

④
講
座
の
企
画 （
６
０
分
）

⑤
事
例
検
討 （
６
０
分
）

⑥
地
域
資
源
の
連
携

づ
く
り
と
促
進
（
６
０
分
）

子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
・
専
門
）
科
目
（
案
）
一
覧
①

社 会 的 養 護 コ ー ス

９
科
目

１
１
時
間

①
社
会
的
養
護
の
理
解

（
６
０
分
）

②
子
ど
も
等
の
権
利
擁
護
、
対
象
者
の

尊
厳
の
遵
守
、
職
業
倫
理

（
６
０
分
）

③
社
会
的
養
護
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
の
理
解

（
９
０
分
）

④
家
族
と
の
連
携

（
６
０
分
）

⑤
地
域
と
の
連
携 （
６
０
分
）

⑥
社
会
的
養
護
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

の
遊
び
理
解
と
実
際

（
９
０
分
）

⑦
支
援
技
術

（
６
０
分
）

⑧
緊
急
時
の
対
応 （
６
０
分
）

⑨
施
設
等
演
習 （
１
２
０
分
）

※
「
利
用
者
支
援
事
業
・
特
定
型
」
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
に
よ
っ
て
、
実
施
内
容
に
違
い
が
大
き
い
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
科
目
を
追
加
す
る
こ
と
を
想
定
。
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子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
・
専
門
）
科
目
一
覧
（
案
）
②

地 域 保 育 コ ー ス

16 科 目 ～ 18 科 目 21 時 間 ～ 22 時 間 ＋ ２ 日 以 上

共 通

１
２
科
目

１
５
～ １
５
．
５

時
間

①
乳
幼
児
の
生
活
と

遊
び

（
６
０
分
）

②
乳
幼
児
の
発
達
と

心
理

（
９
０
分
）

③
乳
幼
児
の
食
事
と

栄
養

（
６
０
分
）

④
小
児
保
健
Ⅰ

（
６
０
分
）

⑤
小
児
保
健
Ⅱ （
６
０
分
）

⑥
心
肺
蘇
生
法

（
１
２
０
分
）

⑦
地
域
保
育
の
環
境

整
備

（
６
０
分
）

⑧
安
全
の
確
保
と
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト （
６
０
分
）

⑨
保
育
者
の
職
業
倫
理
と

配
慮
事
項

（
９
０
分
）

⑩
特
別
に
配
慮
を
要

す
る
子
ど
も
へ
の
対
応

（
０
～
２
歳
児
） （
９
０
分
）

⑪
グ
ル
ー
プ
討
議

（
９
０
分
）

⑫
実
施
自
治
体
の
制

度
に
つ
い
て
（
任
意
）

（
６
０
～
９
０
分
）

選 択

地 域 型 保 育

６
科
目

６
～
６
．
５
時
間

＋
２
日 以
上

①
地
域
型
保
育
の
概

要
（
６
０
分
）

②
地
域
型
保
育
の
保

育
内
容

（
１
２
０
分
）

③
地
域
型
保
育
の
運

営
（
６
０
分
）

④
地
域
型
保
育
に
お
け
る

保
護
者
へ
の
対
応
（
９
０
分
）

⑤
見
学
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
（
３
０
～
６
０
分
）

⑥
見
学
実
習
２
日
以
上

一 時 預 か り 事 業

６
科
目

６
～
６
．
５
時
間

＋
２
日 以
上

①
一
時
預
か
り
事
業

の
概
要

（
６
０
分
）

②
一
時
預
か
り
事
業

の
保
育
内
容 （
１
２
０
分
）

③
一
時
預
か
り
事
業

の
運
営

（
６
０
分
）

④
一
時
預
か
り
事
業
に
お

け
る
保
護
者
へ
の
対
応

（
９
０
分
）

⑤
見
学
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
（
３
０
～
６
０
分
）

⑥
見
学
実
習
２
日
以
上

フ ァ ミ リ ー ・

サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー

４
科
目

６
．
５ 時
間

①
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

概
要

（
６
０
分
）

②
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

援
助
内
容
（
１
２
０
分
）

③
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

保
護
者
へ
の
対
応
（
９
０
分
）

④
援
助
活
動
の
実
際

（
１
２
０
分
）
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子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備

平
成
２
６
年
度
補
正
予
算
：
２
．
５
億
円

事
業
概
要

現
状
、
様
々
な
機
関
が
行
っ
て
い
る
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
支
援
に
つ
い
て
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
拠
点
（
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）
を
立
ち
上
げ
、
平
成
２
７
年
度
に
お
け
る
各
地
域
の
特

性
に
応
じ
た
妊
娠
か
ら
出
産
、
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
な
い
支
援
を
行
う
た
め
の
事
業
を
前
倒
し
し
て
、

５
０
市
町
村
分
の
運
営
及
び
実
施
場
所
の
修
繕
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
支
援
す
る
。

補
正
事
由

我
が
国
の
危
機
的
な
人
口
減
少
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
若
い
世
代
が
安
心
し
て
妊
娠
・
出
産
、
子
育
て

が
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
が
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
る
等
、
悩
み
を
抱
え
、

支
援
を
必
要
と
す
る
子
育
て
世
帯
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
早
急
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
早
急
に
地
域
に
お
い
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
子
育
て
世
帯
の
相
談
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整
え
、

子
育
て
世
帯
の
安
心
感
を
醸
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
補
正
計
上
す
る
。

所
要
額

２
．
５
億
円

実
施
主
体

市
町
村

補
助
率

１
／
２
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○
現
状
様
々
な
機
関
が
個
々
に
行
っ
て
い
る
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
支
援
に
つ
い
て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
拠
点
（
子
育
て
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
）
を
立
ち
上
げ
、
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
実
施
。

○
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
拠
点
に
は
、
保
健
師
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
を
配
置
し
て
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
世

帯
の
「
安
心
感
」
を
醸
成
す
る
。

➢
平
成
２
６
年
度
補
正
予
算
実
施
市
町
村
数
（
予
定
）
：
５
０
市
町
村
⇒
平
成
２
７
年
度
実
施
市
町
村
数
（
予
定
）
：
１
５
０
市
町
村

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

保
健
師

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

助
産
師

医
療
機
関

（
産
科
医
等
）

保
健
所

児
童
相
談
所

民
間
機
関

連
携
・
委
託

情
報
の
共
有

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
展
開

地
域
ご
と
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
立
ち
上
げ
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
が
、
各
機
関
と
の
連
携
・
情
報
の
共
有
を
図
り
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
総
合
的

相
談
や
支
援
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
行
う
と
と
も
に
、
全
て
の
妊
産
婦
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、

要
支
援
者
に
は
支
援
プ
ラ
ン
を
作
成

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
、
産

後
ケ
ア
事
業
等
を
実
施

妊
産
婦
等
を
支
え
る

地
域
の
包
括
支
援
体
制
の

構
築

子
育
て
支
援
機
関

利
用
者
支
援

実
施
施
設

妊
娠
前

妊
娠
期

出
産

産
後

育
児

産
後
ケ
ア
事
業
（
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
）

妊
婦
健
診

乳 児 家 庭

全 戸 訪 問

事 業

子
育
て
支
援
策

・
保
育
所

・
里
親

・
乳
児
院

・
そ
の
他
子
育
て
支
援
策

両
親
学
級
等

妊
娠
に
関
す
る
普

及
啓
発

不
妊
相
談

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
子
育
て
経
験
者
等
の
「
相
談
し
や
す
い
話
し
相
手
」
等
に
よ
る
相
談
支
援
）

定
期
健
診

予
防
接
種

養
子
縁
組
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不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
に
つ
い
て

○
要
旨

不
妊

治
療

の
経

済
的

負
担

の
軽

減
を
図

る
た
め

、
高
額

な
医

療
費

が
か

か
る

、
配

偶
者

間
の

不
妊

治
療

に
要

す
る

費
用

の
一

部
を

助
成

○
対
象

治
療

法
体

外
受

精
及

び
顕
微

授
精

（
以

下
「
特

定
不
妊

治
療
」

と
い

う
。

）

○
対
象

者
特

定
不

妊
治

療
以
外

の
治

療
法

に
よ
っ

て
は
妊

娠
の
見

込
み

が
な

い
か

、
又

は
極

め
て

少
な

い
と

医
師
に

診
断

さ
れ

た
法

律
上

の
婚
姻

を
し

て
い

る
夫
婦

○
給
付

の
内

容
１

回
１

５
万

円
（

凍
結

胚
移

植
（

採
卵

を
伴

わ
な

い
も

の
）

及
び

採
卵

し
た

が
卵

が
得

ら
れ

な
い

等
の

た
め

中
止

し
た

も
の

つ
い

て
は
、

１
回

７
.
５

万
円

）
、
１

年
度

目
は

年
３
回

ま
で

、
２
年

度
目

以
降

年
２

回
ま

で
、

通
算

５
年

、
通

算
１

０
回
を

超
え

な
い

※
平

成
２

６
年
度

に
４

０
歳

未
満
の

方
で
新

規
に
助

成
を

受
け

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
年

間
助

成
回

数
、

通
算

助
成

期
間

の
限

度
を
廃

止
し

、
通

算
助

成
回

数
６

回
ま

で

○
所
得

制
限

７
３

０
万

円
（

夫
婦

合
算

の
所

得
ベ

ー
ス

）

○
指
定

医
療

機
関

事
業

実
施

主
体

に
お

い
て

医
療

機
関
を

指
定

○
実
施

主
体

都
道

府
県

、
指
定

都
市

、
中

核
市
（

全
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

に
お

い
て
既

に
開

始
済

み
）

○
補
助

率
１

／
２

（
負

担
割

合
：

国
１

／
２
、

都
道
府

県
・
指

定
都

市
・

中
核

市
１

／
２

）

平
成

１
６
年

度
創

設
支

給
期

間
２

年
間

と
し

て
制

度
開

始
平
成

１
８

年
度

支
給

期
間

２
年

間
を

５
年
間

に
延

長
平
成

１
９

年
度

給
付

金
額

を
1
年
度

あ
た

り
１
回

１
０

万
円

、
２

回
ま

で
に
増

額
、

所
得

制
限

額
を

（
６
５

０
万

円
→
 
７
３

０
万

円
）
引

き
上

げ
平
成

２
１

年
度

補
正

予
算

給
付

額
１

０
万

円
→
１

５
万

円
平
成

２
２

年
度

予
算

給
付

額
１

５
万

円
を
継

続
平
成

２
３

年
度

予
算

１
年

度
目

を
年

３
回
に

拡
充

平
成

２
５

年
度

予
算

凍
結

胚
移

植
(
採
卵

を
伴

わ
な

い
も

の
)
等

の
給

付
額
を

見
直
し

（
１

５
万

円
→
７
．

５
万

円
）

平
成

２
５

年
度

補
正

予
算

一
部

助
成

対
象

範
囲
を

見
直

し
、

安
心
こ

ど
も
基

金
に

よ
り

実
施

平
成
１

６
年

度
１

７
，

６
５

７
件

平
成
１

７
年

度
２

５
，

９
８

７
件

平
成
１

８
年

度
３

１
，

０
４

８
件

平
成
１

９
年

度
６

０
，

５
３

６
件

平
成
２

０
年

度
７

２
，

０
２

９
件

平
成
２

１
年

度
８

４
，

３
９

５
件

平
成
２

２
年

度
９

６
，

４
５

８
件

平
成
２

３
年

度
１

１
２

，
６

４
２

件
平

成
２

４
年

度
１

３
４

，
９

４
３

件

１
．
事

業
の

概
要

２
．
沿

革
３

．
支

給
実

績
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○
対
象
者
の
要
件

・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
（
※
）
に
か
か
っ
て
お
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
の
程
度
で
あ
る
こ
と
。

※
①
慢
性
に
経
過
す
る
疾
病
で
あ
る
こ
と
②
生
命
を
長
期
に
脅
か
す
疾
病
で
あ
る
こ
と
③
症
状
や
治
療
が

長
期
に
わ
た
っ
て
生
活
の
質
を
低
下
さ
せ
る
疾
病
で
あ
る
こ
と
④
長
期
に
わ
た
っ
て
高
額
な
医
療
費
の
負
担
が

続
く
疾
病
で
あ
る
こ
と
の
全
て
の
要
件
を
満
た
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
。

・
1
8
歳
未
満
の
児
童
等
で
あ
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、
1
8歳
到
達
時
点
に
お
い
て
本
事
業
の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、

か
つ
、
1
8
歳
到
達
後
も
引
き
続
き
治
療
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
2
0
歳
未
満
の
者
を
含
む
。
）

○
自
己
負
担

申
請
者
の
所
得
に
応
じ
て
、
治
療
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
一
部
自
己
負
担
が
あ
る
。

○
実
施
主
体

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

○
国
庫
負
担
率

１
／
２
（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
２
）

○
根
拠
条
文

児
童
福
祉
法
第
1
9
条
の
２
、
第
5
3
条

○
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
児
童
等
に
つ
い
て
、
健
全
育
成
の
観
点
か
ら
、
患
児
家
庭
の
医
療
費
の
負
担
軽
減

を
図
る
た
め
、
そ
の
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の
一
部
を
助
成
す
る
。

①
悪
性
新
生
物

②
慢
性
腎
疾
患

③
慢
性
呼
吸
器
疾
患

④
慢
性
心
疾
患

⑤
内
分
泌
疾
患

⑥
膠
原
病

⑦
糖
尿
病

小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
医
療
費
助
成
の
概
要

対
象
疾
患
群

⑧
先
天
性
代
謝
異
常

⑨
血
液
疾
患

⑩
免
疫
疾
患

⑪
神
経
・
筋
疾
患

⑫
慢
性
消
化
器
疾
患

⑬
染
色
体
又
は
遺
伝
子
に

変
化
を
伴
う
症
候
群

⑭
皮
膚
疾
患

医
療
費
助
成
の
概
要

・
平
成
26
年
度
予
算
：
26
7,
72
0千
円
（
２
か
月
分
）

・
平
成
27
年
度
予
算
案
：
16
,2
41
,2
20
千
円
（
+1
3,
57
0,
50
0千
円
）

・
対
象
疾
病
数
：
70
4
疾
病
（
1
4疾
患
群
）

・
約
15
万
人
（
平
成
2
7年
度
推
計
）

対
象
疾
病
・
対
象
者

予
算
額

209

SASADA NORIAKI
テキスト ボックス
資料39



相
談
支
援
事
業

e
x
・
レ
ス
パ
イ
ト

【
第
1
9
条
の
2
2
第
２
項
第
１
号
】

e
x
・
学
習
支
援

・
身
体
づ
く
り
支
援

等
【
第
1
9条
の
第
2
2項
第
５
号
】

e
x
・
職
場
体
験

・
就
労
相
談
会

等
【
第
1
9
条
の
2
2
第
２
項
第
３
号
】

【
事
業
の
目
的
・
内
容
】

幼
少
期
か
ら
慢
性
的
な
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
学
校
生
活
で
の
教
育
や
社
会
性
の
涵
養
に
遅
れ
が
見
ら
れ
、
自

立
を
阻
害
さ
れ
て
い
る
児
童
等
に
つ
い
て
、
地
域
に
よ
る
支
援
の
充
実
に
よ
り
自
立
促
進
を
図
る
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

【
国
庫
負
担
率
】
１
／
２
（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
２
）

【
根
拠
条
文
】

児
童
福
祉
法
第
19
条
の
2
2、
第
53
条

【
予
算
額
】

平
成
26
年
度
予
算
：
2
31
,7
0
8千
円

→
平
成
2
7
年
度
予
算
案
：
9
26
,8
3
2千
円
（
＋
69
5,
1
24
千
円
）

e
x
・
通
院
の
付
き
添
い
支
援

・
患
児
の
き
ょ
う
だ
い
へ
の
支
援

等
【
第
1
9条
の
2
2第
２
項
第
４
号
】

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
自
立
支
援
事
業

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
自
立
支
援
員

＜
相
談
支
援
例
＞

・
自
立
に
向
け
た
相
談
支
援

・
療
育
相
談
指
導

・
巡
回
相
談

・
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等

＜
支
援
例
＞

・
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
及
び

利
用
者
と
の
橋
渡
し

・
患
児
個
人
に
対
し
、
地
域
に
お
け
る

各
種
支
援
策
の
活
用
の
提
案
等

＜
必
須
事
業
＞
（
第

19
条
の

22
第
１
項
）

＜
任
意
事
業
＞
（
第

19
条
の

22
第
２
項
）

療
養
生
活
支
援
事
業

相
互
交
流
支
援
事
業

e
x
・
患
児
同
士
の
交
流

・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催

等
【
第
1
9
条
の
2
2
第
２
項
第
２
号
】

就
職
支
援
事
業

介
護
者
支
援
事
業

そ
の
他
の
自
立
支
援
事
業 1
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